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現行 改正後 

Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目 

 

(中略) 

 

Ⅱ－２ 業務の適切性 

 

(中略) 

 

Ⅱ－２－２ 顧客等に関する情報管理態勢 

資金需要者等に関する情報については、当該情報が漏えいした場合

に、それを無登録貸金業者が悪用するなど資金需要者等への影響が懸

念されるため、その適切な取扱いについては、貸金業法施行規則（昭

和 58年大蔵省令第 40号。以下「施行規則」という。）第 10条の２、

第 10条の３及び第 10条の４の規定に加え、個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）、金融分野における個人情報保護に関

するガイドライン（以下「保護法ガイドライン」という。）及び金融

分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等

についての実務指針（以下「実務指針」という。）の規定に基づく措

置が確保される必要がある。 

 

 

 

 

また、クレジットカード情報（カード番号、有効期限等）を含む個

人情報（以下「クレジットカード情報等」という。）は、情報が漏え

Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目 

 

(中略) 

 

Ⅱ－２ 業務の適切性 

 

(中略) 

 

Ⅱ－２－２ 顧客等に関する情報管理態勢 

資金需要者等に関する情報については、当該情報が漏えいした場合

に、それを無登録貸金業者が悪用するなど資金需要者等への影響が懸

念されるため、その適切な取扱いについては、貸金業法施行規則（昭

和 58年大蔵省令第 40号。以下「施行規則」という。）第 10条の２、

第 10条の３及び第 10条の４の規定に加え、個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）、個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外国にある第三者へ

の提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）及

び同ガイドライン（匿名加工情報編）（以下、合わせて「保護法ガイ

ドライン」という。）、金融分野における個人情報保護に関するガイド

ライン（以下「金融分野ガイドライン」という。）及び金融分野にお

ける個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等について

の実務指針（以下「実務指針」という。）の規定に基づく措置が確保

される必要がある。 

また、クレジットカード情報（カード番号、有効期限等）を含む個

人情報（以下「クレジットカード情報等」という。）は、情報が漏え
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いした場合、不正使用によるなりすまし購入など二次被害が発生する

可能性が高いことから、厳格な管理が求められる。 

さらに、貸金業者は、法人関係情報（金融商品取引業等に関する内

閣府令第１条第４項第 14 号）を入手し得る立場であることから、そ

の厳格な管理と、インサイダー取引等の不公正な取引の防止が求めら

れる。 

以上を踏まえ、貸金業者は、資金需要者等に関する情報及び法人関

係情報（以下「顧客等に関する情報」という。）を適切に管理し得る

態勢を確立することが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものと

する。 

 

（１）主な着眼点 

① 法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏ま

え、適切な顧客等に関する情報管理のための方法及び組織体制の

確立（部門間における適切なけん制の確保を含む。）等を具体的

に定めているか。特に、情報の当該貸金業者以外の者への伝達に

ついては、上記の法律、保護法ガイドライン及び実務指針の規定

に従い手続きが行われるよう十分な検討を行った上で取扱基準

を定めているか。 

② 法令等を踏まえた顧客等に関する情報管理に係る実施態勢の

構築  

イ・ロ (略) 

ハ．個人情報保護に関する着眼点 

いした場合、不正使用によるなりすまし購入など二次被害が発生する

可能性が高いことから、厳格な管理が求められる。 

さらに、貸金業者は、法人関係情報（金融商品取引業等に関する内

閣府令第１条第４項第 14 号）を入手し得る立場であることから、そ

の厳格な管理と、インサイダー取引等の不公正な取引の防止が求めら

れる。 

以上を踏まえ、貸金業者は、資金需要者等に関する情報及び法人関

係情報（以下「顧客等に関する情報」という。）を適切に管理し得る

態勢を確立することが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものと

する。 

 

（１）主な着眼点 

① 法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏ま

え、適切な顧客等に関する情報管理のための方法及び組織体制の

確立（部門間における適切なけん制の確保を含む。）等を具体的

に定めているか。特に、情報の当該貸金業者以外の者への伝達に

ついては、上記の法律、保護法ガイドライン、金融分野ガイドラ

イン及び実務指針の規定に従い手続きが行われるよう十分な検

討を行った上で取扱基準を定めているか。 

② 法令等を踏まえた顧客等に関する情報管理に係る実施態勢の

構築 

イ・ロ (略) 

ハ．個人情報保護に関する着眼点 
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ａ．個人である資金需要者等に関する情報については、施行

規則第 10条の２に基づき、その安全管理及び役職員の監督

について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図る

ために必要かつ適切な措置として以下の措置が講じられて

いるか。 

（安全管理について必要かつ適切な措置） 

・保護法ガイドライン第 10条の規定に基づく措置。 

・実務指針Ⅰ及び別添２の規定に基づく措置。 

（役職員の監督について必要かつ適切な措置） 

・保護法ガイドライン第 11条の規定に基づく措置。 

・実務指針Ⅱの規定に基づく措置。 

ｂ．個人である資金需要者等の人種、信条、門地、本籍地、

保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公

開情報（注）を、保護法ガイドライン第６条第１項各号に

列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措

置が講じられているか。 

（注）その他特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。 

イ．労働組合への加盟に関する情報。 

ロ．民族に関する情報。 

ハ．性生活に関する情報。 

(新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 

ａ．個人である資金需要者等に関する情報については、施行

規則第 10条の２に基づき、その安全管理及び役職員の監督

について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図る

ために必要かつ適切な措置として以下の措置が講じられて

いるか。 

（安全管理について必要かつ適切な措置） 

・金融分野ガイドライン第８条の規定に基づく措置。 

・実務指針Ⅰ及び別添２の規定に基づく措置。 

（役職員の監督について必要かつ適切な措置） 

・金融分野ガイドライン第９条の規定に基づく措置。 

・実務指針Ⅱの規定に基づく措置。 

ｂ．個人である資金需要者等の人種、信条、門地、本籍地、

保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公

開情報（注）を、金融分野ガイドライン第５条第１項各号

に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための

措置が講じられているか。 

（注）その他特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。 

イ．労働組合への加盟に関する情報。 

ロ．民族に関する情報。 

ハ．性生活に関する情報。 

ニ．個人情報の保護に関する法律施行令第２条第４号に

定める事項に関する情報 

ホ．個人情報の保護に関する法律施行令第２条第５号に

定める事項に関する情報 

へ．犯罪により害を被った事実に関する情報 
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(新設) 

    Ｃ． (略) 

   ニ． (略) 

③ (略) 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日

常の監督事務を通じて把握された貸金業者の顧客等に関する情報

管理態勢に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及

び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて

法第 24条の６の 10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業

者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると

認められるときには、貸金業者に対して、法第 24 条の６の３の規

定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質

な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の６の４に基づ

く業務停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際

に留意する事項はⅢ－５－１による）。 

（注）個人情報の取扱いについては、必要に応じて別途、金融庁

において、個人情報の保護に関する法律に基づき、必要な措

置をとる場合があることに留意すること。 

 

 

Ⅱ－２－３ 外部委託 

（１）主な着眼点 

ト．社会的身分に関する情報 

    Ｃ． (略） 

   ニ． (略) 

③ (略) 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日

常の監督事務を通じて把握された貸金業者の顧客等に関する情報

管理態勢に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及

び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて

法第 24条の６の 10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業

者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると

認められるときには、貸金業者に対して、法第 24 条の６の３の規

定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質

な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の６の４に基づ

く業務停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際

に留意する事項はⅢ－５－１による）。 

（注）個人情報の取扱いについては、必要に応じて別途、個人情

報の保護に関する法律における事業所管大臣への権限委任

の状況に従い、必要な措置をとる場合があることに留意する

こと。 

 

Ⅱ－２－３ 外部委託 

（１）主な着眼点 
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①～⑤ (略) 

⑥ 個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場

合には、当該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又

はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、保護法ガ

イドライン第 12 条の規定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定に

基づく措置が講じられているか。 

⑦～⑪ (略) 

 

(中略) 

 

貸金業者登録審査事務チェックリスト（貸金業を的確に遂行するため

に必要な体制） 

(略) 

適否 審 査 内 容 

貸金業の業務に関する社内規則（施行規則第４条第３項第 14号） 
(略) (略) 

顧客等に関する情報管理態勢に関する社内規則（監督指針Ⅱー２ー
２（１）） 
(略) (略) 

□ 個人である資金需要者等に関する情報については、施行規則第 10条の

２に基づき、以下の措置が定められているか。 

（安全管理について必要かつ適切な措置） 

イ．保護法ガイドライン第１０条の規定に基づく措置 

ロ．実務指針Ⅰ及び別添２の規定に基づく措置 

（役職員の監督について必要かつ適切な措置） 

ハ．保護法ガイドライン第１１条の規定に基づく措置 

 ニ．実務指針Ⅱの規定に基づく措置 

①～⑤ (略) 

⑥ 個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場

合には、当該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又

はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、金融分野

ガイドライン第 10 条の規定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定

に基づく措置が講じられているか。 

⑦～⑪ (略) 

 

(中略) 

 

貸金業者登録審査事務チェックリスト（貸金業を的確に遂行するため

に必要な体制） 

(略) 

適否 審 査 内 容 

貸金業の業務に関する社内規則（施行規則第４条第３項第 14号） 
(略) (略) 

顧客等に関する情報管理態勢に関する社内規則（監督指針Ⅱー２ー
２（１）） 
(略) (略) 

□ 個人である資金需要者等に関する情報については、施行規則第 10条の

２に基づき、以下の措置が定められているか。 

（安全管理について必要かつ適切な措置） 

イ．金融分野ガイドライン第８条の規定に基づく措置 

ロ．実務指針Ⅰ及び別添２の規定に基づく措置 

（役職員の監督について必要かつ適切な措置） 

ハ．金融分野ガイドライン第９条の規定に基づく措置 

 ニ．実務指針Ⅱの規定に基づく措置 
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□ 個人である資金需要者等のセンシティブ情報を保護法ガイドライン第

６条第１項各号に列挙する場合を除き、利用しないことが定められてい

るか。 

(略) (略) 

(略) (略) 

外部委託に関する社内規則（監督指針Ⅱー２ー３（１）） 
(略) (略) 

□ 個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場合には、当

該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図

るために必要かつ適切な措置として、保護法ガイドライン第 12条の規

定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定に基づく措置が定められている

か。 

(略) (略) 

(略) (略) 

 

 

□ 個人である資金需要者等のセンシティブ情報を金融分野ガイドライン

第５条第１項各号に列挙する場合を除き、利用しないことが定められて

いるか。 

(略) (略) 

(略) (略) 

外部委託に関する社内規則（監督指針Ⅱー２ー３（１）） 
(略) (略) 

□ 個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場合には、当

該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図

るために必要かつ適切な措置として、金融分野ガイドライン第 10条の

規定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定に基づく措置が定められてい

るか。 

(略) (略) 

(略) (略) 

 

 

 


